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令和６年第５回 唐津市農業委員会総会議事録 

 

１． 開催日時 令和６年５月８日(水) 午後３時００分～午後４時４０分 

２． 開催場所 唐津市役所 本庁４階大会議室 

３． 出席委員 

    １番 山崎正    ２番 中山政俊    ３番 平田菊典 

    ４番 井手創一    ５番 大場將夫    ６番 山口正則 

    ７番 白津知範    ８番 石川利恵    ９番 曲淵俊之 

   １０番 古賀由紹   １１番 宮﨑太享   １２番 山添 明 

   １３番 袈裟丸一彦  １４番 河上和則   １５番 宮崎隆広    

１６番 能隅良子   １７番 田 哲   １８番 堤 正 

   １９番 阿部 太 

４． 欠席委員 

   なし 

５． 議事日程 

   ・議事録署名委員の指名 

・議案第２２号 

     農地法第５条の規定による許可申請について 

・議案第２３号 

     農地法第３条の規定による許可申請について 

・議案第２４号 

     農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画の作成要請に

ついて 

・議案第２５号 

  農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画（集積計画一

括方式）の決定について 

６． 農業委員会事務局職員 

   事務局長         平田 俊夫 

農地係長         中田 賢治 

農地係主査        橋本 賢明 

農地係副主査       槻木 昇平 

   振興係長         田 敏史 

   振興係職員        山下 綾菜 

振興係職員        大鶴 槙士 

浜玉分室職員       﨑 高志 
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   相知分室職員       冨田 浩之 

   北波多分室職員      吉田 幸司 

   呼子分室職員       松本 健二 

   七山分室職員       溝上 俊明 
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７． 審議の内容 

事務局長 

 

 

 

 

山崎正会長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりましたので始めたいと思います。皆様ご起立を

お願いいたします。一同、礼。ご着席ください。本日の出席

委員は１９名全員出席です。定足数に達しておりますので、

本日の総会は成立いたします。それでは会長の挨拶からお願

いいたします。 

（会長挨拶） 

それではただいまより令和６年第５回唐津市農業委員会総

会を開会いたします。なお本日の議事録署名人に議席番号８

番石川利恵委員、議席番号９番曲淵俊之委員を指名いたしま

す。事務局長に諸般の報告をさせます。 

それでは本日の付議事項を朗読いたします。議案第２２号

農地法第５条の規定による許可申請について６件、議案第２

３号農地法第３条の規定による許可申請について１３件、議

案第２４号農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積

計画の作成要請について１４件、議案第２５号農業経営基盤

強化促進事業による農用地利用集積計画の決定について２８

件、計６１件でございます。以上ご審議賜りますようよろし

くお願いいたします。なお個人情報保護の観点から、申請者

の住所、氏名、申請農地の所在地等の朗読は省略いたします

ので、詳細につきましては議案集をご覧いただきたいと思い

ます。また、農地転用の案件で、立地基準と許可基準は、農

地転用許可基準表の番号のみを申し上げますので、内容につ

いては一覧表でご確認いただきたいと思います。 

（議長） 
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議長 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいま報告のとおり、今回の付議事項は、議案第２２号

から２５号までの議案６１件であります。なお、傍聴の方は

自分の関係分が済めば随時お帰りになられて結構でございま

す。前もってお知らせしておきます。それではこれより審議

を行います。議案集１ページ、議案第２２号農地法第５条の

規定による許可申請について整理番号１番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の１ページ、整理番号１番について説明しま

す。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議

案書記載のとおりです。地目は畑１筆、面積は４９８平方メ

ートルです。現況は、休耕地となっております。目的は、共

同住宅です。所有権移転によるものです。申請の理由および

施設等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等

については、資料図の１ページをご覧ください。隣接地の地

目などについては、２ページの字図をご覧ください。土地利

用計画は、３ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資予定証明書が

提出されています。転用については、許可後、速やかに着手

する計画です。 

行政関係の手続きについて、道路占用申請、団地等造成、

開発協議申請、埋蔵文化財発掘、下水道工事関連の協議がな

されています。隣接農地等への影響ですが、最大５１センチ

の盛土を行い、整地し、南側入口を除く周囲にはコンクリー
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議長 

 

堤正委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

トブロックおよびメッシュフェンスを新設し、南側道路より

出入口とする計画です。排水について、雨水は敷地内に新設

する道路側溝へ流し、汚水も新設道路に埋設する排水管を介

して北側道路の公共下水道へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第３種農地の該当事項８番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号１番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。１８番の堤です。東部調査会は５月１日に現地調査

を行いました。周りが全部宅地になっており、何の問題もな

いように思われました。そういうことで皆さんの審議をよろ

しくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集１ページ、整理番号２番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。整理番号２番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は田２筆、面積は合計で５，３４７平方メートルで

す。現況は、休耕地となっております。目的は、特定建築条

件付売買予定地です。所有権移転によるものです。ここで特

定建築条件付売買予定地について、今回が初回の案件のため、

簡単に説明します。通常建売分譲住宅で転用する場合は、転

用事業者が宅地を造成し、住宅を建築、建設した上で既に建

築された住宅と土地をセットで売却する場合に限り転用が可

能で、宅地のみの分譲はできませんでした。一方、特定建築

条件付売買予定地は、販売する際は、まだ住宅は建築してお

らず、土地所有者が決まった後に購入者の希望に沿った住宅

を建てれるようにしたもので、通常の建売分譲住宅とは違い、

最終的に土地を購入した方に対して３か月以内に建築請負契

約を締結した上で土地と建物を一緒に引き渡すという手法に

なります。ただし、万が一、工事完了期間内に販売できなか

った場合は、転用事業者が自ら販売できなかった土地に住宅

を建築する必要があります。今回の申請の工事完了時期は、

令和１２年までとなっていますので、その時期まで販売でき

ていなければ、自ら住宅を建設しなければなりません。その

ことについて誓約書をいただいております。今回の転用の目

的の説明は以上になります。申請の理由および施設等の概要

は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、

資料図の４ページをご覧ください。隣接地の地目などについ
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議長 

 

ては、５ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、６

ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額自己資金で、金融機関の預金残高証明書

が提出されています。転用については、許可後、速やかに着

手する計画です。 

行政関係の手続きについて、道路工事施工、開発許可申請、

法定外公共物道路、水路改築占用申請、団地等造成、埋蔵文

化財発掘、下水道工事関連の協議がなされています。隣接農

地等への影響ですが、最大８３センチの盛土を施し、周囲に

はコンクリートブロックを設置し、土留めを行い、東側宅地

境界には縁石を設置、道路を新設し、道路側溝を新設、東側

道路より出入口とする計画です。排水について、雨水は敷地

内に新設の道路側溝へ流し、汚水も新設する道路内に埋設す

る排水管を介して東側道路の公共下水道へ接続放流させる計

画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項５番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号２番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 
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古賀由紹委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

古賀でございます。５月１日に現地確認を行わせていただ

きました。先ほど特定建築条件付売買予定地という話でござ

いまして、初めて聞いた言葉だったものですから、事務局の

ほうから情報提供をいただいて、その内容をメンバーの皆さ

んで情報共有した上で現場の確認をさせていただきました。

今回は水田でございまして、現場を見たところ、農業用水利

の関係の水路がございました。土地改良区のほうと十分調整

が進んでいるということでございまして、そういうことで特

に問題はないだろうということでございました。以上でござ

います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集１ページ、整理番号３番を議題とします。 

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号３番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑１筆、面積は３９１平方メートルです。現況は、

休耕地になっております。目的は、農家用倉庫です。使用貸

借権設定によるものです。申請の理由および施設等の概要は、
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議長 

 

大場將夫委員 

議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、資料

図の７ページをご覧ください。隣接地の地目などについては、

８ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、９ページ

のとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は自己資金および借入金で、金融機関の預金残

高証明書および日本政策金融公庫の資金貸付決定通知書の写

しが提出されています。転用については、許可後、速やかに

着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、下水道工事関連の協議がなさ

れています。隣接農地等への影響ですが、最大２６センチの

盛土を施し、整地し、北西側にはコンクリートブロックを新

設、北東側道路より出入口とする計画です。排水について、

雨水のみで自然地下浸透および越流分は北東側の既存側溝へ

放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、農用地区域内農地の該当事項１番に該当

します。許可の基準は２番となっており、土地の選定理由書

が添付されています。 

整理番号３番について説明を終わります。 

地区担当の東部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

５番の大場です。５月１日に東部調査会で現地調査にまい
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りましたけれども、所有者が祖父にあたる方で、孫の後継者

に貸し付けて、そこに農家用倉庫を建てるということで、専

業農家で頑張ってある所ですし、問題はないかと思います。

よろしくお願いします。  

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集２ページ、整理番号４番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。議案書の２ページ、整理番号４番について説明しま

す。申請者の住所、氏名および申請地の所在については、議

案書記載のとおりです。地目は畑１筆、面積は３７平方メー

トルです。現況は、休耕地になっております。目的は、駐車

場です。所有権移転によるものです。申請の理由および施設

等の概要は、議案書記載のとおりです。申請地の位置等につ

いては、資料図の１０ページをご覧ください。隣接地の地目

などについては、１１ページの字図をご覧ください。土地利

用計画は、１２ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、貸与証明書が提出されていま
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議長 

 

宮崎隆広委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

す。転用については、許可後、速やかに着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、道路工事施工、下水道工事関

連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、整

地程度で現状のまま利用し、南側にはコンクリートブロック

を新設、東側道路より出入口とする計画です。排水について、

雨水のみで東側の道路側溝へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が提出されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号４番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

はい。１５番宮崎です。５月５日に中部調査会で確認を行

いました。近辺は主に宅地ばかりですので、中部調査会では

何も問題はないだろうということになりました。皆さんの審

議をお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 
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農地係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集２ページ、整理番号５番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号５番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は田１筆、面積は、１７８平方メートルです。現況

は、休耕地となっております。目的は、一般住宅です。所有

権移転によるものです。申請の理由および施設等の概要は、

議案書記載のとおりです。申請地の位置等については、資料

図の１３ページをご覧ください。隣接地の地目などについて

は、１４ページの字図をご覧ください。土地利用計画は、１

５ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、貸与証明書が提出されていま

す。転用については、許可後、速やかに着手する計画です。 

行政関係の手続きについて、道路占用申請、下水道工事関

連の協議がなされています。隣接農地等への影響ですが、最

大１３センチの盛土を行い、整地し、南側はコンクリートブ

ロックを新設、東側は既存分を利用し、西側道路より出入口

とする計画です。排水について、雨水は雨水桝と排水管を介

して北側道路側溝へ流し、汚水は新設排水設備を介して北側

道路の公共下水道へ接続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 
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議長 

 

宮崎隆広委員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

立地基準ですが、第３種農地の該当事項８番に該当します。

許可の基準は１番となっております。 

整理番号６番について説明を終わります。 

地区担当の中部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

１５番宮崎です。５月５日に中部調査会で確認を行いまし

た。近辺は宅地密集地ですので、何も問題はないだろうとい

うことに調査会ではなりましたので、皆さんの慎重審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集２ページ、整理番号６番を議題とします。

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号６番について説明します。申請者の住所、

氏名および申請地の所在については、議案書記載のとおりで

す。地目は畑２筆、面積は合計で４２６平方メートルです。

現況は、家庭菜園および宅地となっております。目的は、一

般住宅および農業用倉庫です。所有権移転によるものです。

申請の理由および施設等の概要は、議案書記載のとおりです。
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議長 

 

袈裟丸一彦委員 

申請地の位置等については、資料図の１６ページをご覧くだ

さい。隣接地の地目などについては、１７ページの字図をご

覧ください。土地利用計画は、１８ページのとおりです。 

許可基準ですが、一般基準としまして、転用の確実性につ

いて、事業費は全額借入金で、金融機関の融資事前審査結果

通知書が添付されています。転用については、許可後、速や

かに着手する計画です。なお、農業用倉庫につきましては既

に転用済みで始末書が提出されています。 

行政関係の手続きについて、下水道工事関連の協議がなさ

れています。隣接農地等への影響ですが、整地程度で現状の

まま利用し、東および中央の既存コンクリートブロックを利

用し、東および西側道路より出入口とする計画です。排水に

ついて、雨水は雨水桝と排水管を介して既存の道路側溝へ流

し、汚水は新設排水設備を介して西側道路の公共下水道へ接

続放流させる計画です。 

隣接農地所有者、生産組合長および区長から異議なしの意

見書が添付されています。 

立地基準ですが、第２種農地の該当事項６番に該当します。

許可の基準は１番となっており、土地の選定理由書が提出さ

れています。 

整理番号６番について説明を終わります。 

地区担当の西部調査会より補足説明があればお願いしま

す。 

１３番袈裟丸です。３０日に西部調査会で現場を確認いた
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

しました。周りは住宅地ばかりですので、異存はないだろう

ということでございました。皆様のご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集３ページ、議案第２３号農地法第３条の

規定による許可申請についてを議題とします。整理番号１番

から議案集５ページの整理番号１３番までの１３件について

は、一括審議としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

はい。議案書の３ページをご覧ください。今回の案件は、

所有権の移転に関する案件のみで、合計１３件です。申請人

の住所、氏名、申請農地および申請の事由などについては、

議案書記載のとおりです。お手元の調査書１ページから７ペ

ージをご覧ください。調査書に記載しておりますとおり、農

地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えます。以上で説明を終わります。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

振興係長 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。 

【議案確認】 

本案について質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。ここでしばらく休憩をとりたいと思います。１５時

５０分より再開をいたします。 

～～～～～～～〇～～～～～～～ 

１５時４０分 休憩 

１５時５０分 再開 

～～～～～～～〇～～～～～～～ 

それではお揃いのようでございますので、会議を再開いた

します。議案集６ページ、議案第２４号農業経営基盤強化促

進事業による農用地利用集積計画の作成要請について（所有

権）整理番号１番を議題とします。この案件につきましては、

議席番号５番大場將夫委員が関与するため、議事参与制限に

該当します。よって大場委員の退席を求めます。 

【大場委員退席】 

それでは事務局に概要を説明させます。 

説明をいたします。まず議案第２４号、作成要請となって
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おりますほうの議案は、農業委員会による利用関係の調整の

結果、利用権の設定が必要と認められる場合に、旧農業経営

基盤強化促進法第１５条の規定に基づき、農用地利用集積計

画を定めるよう市長へ要請するものでございます。所有権分

の整理番号１番１件につきまして、対象農地、所有権の移転

を受ける者の住所、氏名、利用目的、所有権移転の時期と対

価等については、議案書に記載のとおりでございます。集積

計画の内容は、所有権の移転を受ける者が農用地のすべてを

効率的に利用して耕作を行うと認められることなど、旧農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えられます。以上で説明を終わります。 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。ここで大場委員の入室を許可します。 

【大場委員入室】 

大場委員にお知らせいたします。議案第２４号整理番号１

番の件につきましては、原案どおり可決をしましたのでお知

らせします。次に議案集９ページ、整理番号１３番を議題と

します。この案件につきましては、議席番号１３番袈裟丸一
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振興係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦委員が関与するため、議事参与制限に該当します。よって

袈裟丸委員の退席を求めます。 

【袈裟丸委員退席】 

それでは事務局に概要を説明させます。 

はい。整理番号１３番について説明の前に、議案の訂正を

お願いいたします。備考欄に再設定と記載をしておりますが、

正しくは新規でございました。申し訳ございません。訂正を

いたします。それでは改めまして、こちら対象農地、利用権

の設定を受ける者の住所、氏名、利用目的、利用権設定の期

間、借賃等については、議案書に記載のとおりです。設定す

る利用権の種類は、賃貸借です。面積は、４，２１０平方メ

ートルです。集積計画の内容は、旧農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられます。以

上で説明を終わります。 

本案について、質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。ここで袈裟丸委員の入室を許可します。 

【袈裟丸委員入室】 

袈裟丸委員にお知らせいたします。整理番号１３番につき
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振興係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ましては、原案どおり決しましたのでお知らせします。次に

議案集１０ページ、議案第２５号農業経営基盤強化促進事業

による農用地利用集積計画の決定について（所有権）を議題

とします。整理番号１番から整理番号４番までの４件につき

ましては一括審議としたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

はい。説明いたします。こちら決定となっておりますほう

の議案は、市が農用地利用集積計画を定めようとする際に、

農業委員会の決定を必要といたしますので、旧農業経営基盤

強化促進法第１８条に基づき、市長から農業委員会に対し審

議の依頼があったものとなります。今回の所有権分の議案は、

佐賀県農業公社を介したあっせん事業であります佐賀県農地

売買支援事業を利用するものでございまして、整理番号１番

は佐賀県農業公社への売渡し、整理番号２番から４番までの

３件につきましては、佐賀県農業公社からの買受となってお

ります。佐賀県農業公社を介するということでございますけ

れども、あっせんの手順や要件などにつきましては、市が行

うあっせん事業とほぼ同じものとご理解いただいて問題はご

ざいません。詳しくは議事終了後、協議事項の場におきまし

て、この支援制度のご紹介と説明をさせていただく予定にし

ておりますので、よろしくお願いいたします。こちら対象農
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議長 

 

 

 

 

阿部太委員 

 

 

議長 

振興係長 

 

 

 

地、所有権の移転を受ける者の住所、氏名、利用目的、所有

権移転の時期と対価等につきましては、議案書に記載のとお

りです。佐賀県農業公社から移転を受ける３名につきまして

は、支援事業の要件としまして、法人の中心構成員たること

が要件となっておりますので、経営面積等については、当該

法人の経営面積情報を記載しております。なお、あっせん事

業による所有権の最終移転が終わりましてから、法人に対し

てこれらの土地の利用権が設定をされる予定となっておりま

す。集積計画の内容は、旧農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしていると考えられます。以上で説明

を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いいたし

ます。 

【議案確認】 

本案について質疑や異議はございませんか。（阿部委員「す

みません。」）はい。阿部委員。 

１９番阿部です。１番の備考に佐賀県農地売買支援事業と

いうことを書いてありますが、これを具体的に説明していた

だいてよろしいでしょうか。 

事務局のほうからお願いします。 

はい。説明をいたします。農地を売りたいという申出があ

りました場合に、農業委員さんのほうから買い手を探してい

ただきまして、市があっせん事業というものを通常行なって

おります。今回の議案第２４号の所有権移転の分がまさにそ
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阿部太委員 

議長 

 

 

 

れに該当するわけでございますけれども、今回のケースにつ

きましては、受け手の方が農業法人のほうに所属をしてらっ

しゃいまして、市の事業が利用できないケースに該当いたし

ました。市が利用する事業は国庫事業ですけれども、そのほ

かに県で行なっております事業で、農業公社が行なっており

ますほぼ同様の事業が佐賀県農地売買支援事業といいます

が、こちらのほうであれば対象になるということでございま

した。市のほうでいいますと対象になりますのが認定農業者

の方、認定新規就農者の方、特定農業法人、あとは基本構想

水準到達者などとなりますが、当初は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

で取得を考えられましたけれども、法人での取得がちょっと

難しいということでございまして、その中の代表中心の方３

名が分けて購入することであれば可能ということでございま

した。佐賀県農地売買支援事業でありましたら、先ほどの本

人が認定農業者などの場合以外にも法人の中心構成員でも対

象にできるということで、範囲が広くなっておりますので、

こちらの制度を利用されたということでございます。どちら

もあっせん事業による税の控除、軽減措置が受けられるほぼ

同等の制度とご理解いただければと思っております。 

はい。わかりました。 

よろしいでしょうか。はい。ほかに質疑や異議はございま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り
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振興係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決し

ました。次に議案集１１ページ、議案第２５号農業経営基盤

強化促進事業による農用地利用集積計画の決定について（利

用権）（集積計画一括方式）、整理番号１番から議案集１８ペ

ージ、整理番号２４番までを議題とします。この２４件につ

きましては一括審議としたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、一括審議とします。それでは事務局に概

要を説明させます。 

はい。説明をいたします。同じく市長から農業委員会に対

し審議の依頼がありました決定の議案、利用権分の２４件に

ついて説明をいたします。こちらすべて農地中間管理機構を

介するものとなっておりまして、農地中間管理機構を介して

農用地の利用権の設定をするもので、出し手と受け手のマッ

チングが予め整っているものにつきましては、県による配分

計画を必要とせず、市の集積計画のみで権利を設定すること

ができます。これを集積計画一括方式と呼んでおります。対

象農地、利用権の設定を受ける者の住所、氏名、利用目的、

利用権設定の期間、借賃等については、議案書に記載のとお

りです。権利の種類は、賃貸借と使用貸借となっております。
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曲淵俊之委員 

 

 

 

 

 

振興係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲淵俊之委員 

議長 

面積は合計で５１，２８４平方メートルです。集積計画の内

容は、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしていると考えられます。以上で説明を終わります。 

それではもう一度議案にお目通し、ご確認をお願いします。 

【議案確認】 

本案について、質疑や異議はございませんか。はい。曲淵

委員。 

はい。９番の曲淵です。１１番から２２番までは、借入者

が〇〇さんというふうになっております。このうち２１番、

それから２２番については再設定ということになっていま

す。再設定であれば、既に〇〇さんは借入れ農地として今の

経営面積に上がっていなければいけないのではないかと思い

ますが、経営面積が０となっております。いかがでしょうか。 

説明をいたします。こちら再設定と記載しております内容

の説明が不十分であると思われます。こちら佐賀県農業公社

に対します貸付けが再設定でございまして、農業公社から〇

〇〇〇〇様への貸付けは新規となります。こちら表現の仕方

のほうが再検討を要するケースかと思われます。こちらを再

設定としてます意味は、出し手のほうから公社への貸付けが

再設定、公社から〇〇様への貸付は新規のケースでございま

す。ちょっと表現の方法を改めて考えさせていただきたいと

思います。よろしいでしょうか。 

後で確認します。 

ただいまの件につきましては、事務局が詳細に説明をして
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振興係長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いくということでございますが。 

申し訳ありません。事務局から再度お願いいたします。備

考欄につきましては今後ですね、今１つの枠にしております

が。出し手から公社への分についての再設定か新規か、また

公社から作り手への貸付けが再設定か新規か、２段に分けて

表記を改善したいと思っております。今回は申し訳ございま

せんでした。 

ほかに質疑や異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認め、質疑を終了します。これより採決に入り

ます。本案について、原案どおり決することに賛成の方は、

挙手をお願いいたします。 

（挙手全員） 

ありがとうございました。挙手全員、よって本案は可決しま

した。長時間ご審議をいただきました。進行上あるいは書類

上いろいろ不手際がございましたことをお詫び申し上げたい

と思います。反省し、次の会議に臨んでいきますので、よろ

しくお願いを申し上げます。それでは以上をもちまして議案

第２２号６件、議案第２３号１３件、議案第２４号１４件、

議案第２５号２８件、計４議案６１件は、いずれも原案どお

り可決しました。長時間にわたっての慎重なる御審議をいた

だきまして、誠にありがとうございました。 


